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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年９月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年８月３日 １０時５１分ごろ 

発生場所 和歌山県有田
あ り だ

市沖ノ島西方沖 

 下津
し も つ

沖ノ島灯台から真方位２６９°１.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°０６.８′ 東経１３５°０２.８′） 

事故の概要 貨物船十三久喜
く き

丸は、南進中、また、漁船隆
りゅう

栄
えい

丸は、えい
．．

網しな

がら南進中、両船が衝突した。 

隆栄丸は、船長が負傷し、右舷中央部に破口及び右舷船尾部外板に

擦過傷を生じ、また、十三久喜丸は、左舷船首部外板及びバルバスバ

ウに擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 令和４年８月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 十三久喜丸、４９９トン 

１４０５７９、日生海運株式会社（船舶所有者）、日鉄物流株

式会社（運航者） 

７４.５０ｍ×１２.００ｍ×７.５０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１９年７月１６日 

Ｂ 漁船 隆栄丸、９.７トン 

ＷＫ２－３５６６（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.３５ｍ（Lr）×４.３３ｍ×１.１４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、７７.２０kＷ、昭和６１年１月５日 

第２５２－２０３６１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６７歳 

   三級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 昭和５５年５月１４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成３１年４月１日 

    免状有効期間満了日 令和６年４月８日 

Ｂ 船長Ｂ ７７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年１０月２５日 

    免許証交付日 平成３１年２月４日 
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           （令和６年６月２１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板及びバルバスバウに擦過傷 

Ｂ 右舷中央部に破口及び右舷船尾部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.１ｍ、潮汐 下げ潮の初期、潮流 北流約０.４ 

ノット（kn） 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、令和４年８月３日０６時２５

分ごろ、空船で静岡県富士市田子の浦港に向けて兵庫県姫路市姫路港

広畑区を出航した。 

船長Ａは、単独で船橋当直に当たり、和歌山県和歌山市田倉埼西方

沖に到達後、針路を南方に定めて自動操舵とし、ＧＰＳプロッター及

び４Ｍレンジとしたレーダーを作動させ、約１１.７kn の速力（対地

速力、以下同じ。）で航行を続けた。 

 船長Ａは、和歌山市雑賀
さ い か

崎漁港西南西方沖を南進中、周囲に航行の

支障となる他船を認めなかったので、操舵スタンド左方のＧＰＳプ 

ロッターにおいて、‘次の航海の予定針路線をＧＰＳプロッターに設

定する作業’（以下「本件作業」という。）を始めた。 

 船長Ａは、１０時３６分ごろ、左舷船首方２.２Ｍ付近に目視及び

レーダーにより、Ａ船と針路が交差する漁労中のＢ船を認めたが、も

う少しＢ船に接近してから右又は左に避航すればよいと思い、本件作業

を続けた。 

船長Ａは、１０時５１分ごろ、ＧＰＳプロッター画面から視線を上

げた際、左舷船首方至近にＢ船を認め、急いで手動操舵に切り替えて

右舵一杯とし、全速力後進としたが、Ａ船の左舷船首部とＢ船の右舷

船尾部とが衝突した。 

船長Ａは、Ａ船が停止した後、船長Ｂの負傷の有無、Ａ船及びＢ船

の損傷状況を確認して１１８番通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、底びき網漁の目的で、１０時 

００分ごろ僚船と共に雑賀崎漁港から沖ノ島西方沖の漁場に向けて出

航した。 

船長Ｂは、１０時３０分ごろ漁場に到着して船尾部から投網を始

め、前路をえい
．．

網しながら南進中の僚船及び北進中の漁船に意識を向

けながら、針路を約２１６°（真方位、以下同じ。）に定めて自動操

舵とし、操舵室右舷側の椅子に座った姿勢で、約２.５kn の速力で船

尾部からえい
．．

網索を海中に伸ばし、漁労中であることを示す法定形象

物を揚げて航行していた。 

船長Ｂは、１０時４４分ごろ沖ノ島西方沖を約２.５kn の速力のま

まえい
．．

網中、北進中の漁船を避けることとして、針路を左に転じ、針
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路を約１８１°として航行を続けていたところ、１０時５１分ごろ衝

撃を感じ、Ｂ船の右舷船尾部とＡ船の左舷船首部とが衝突したことを

認めた。 

船長Ｂは、近くで操業中の僚船に無線で救助を要請し、来援した僚

船に移乗して雑賀崎漁港に戻り、所属する漁業協同組合が要請した救

急車で病院に搬送され、腰部打撲と診断された。 

Ｂ船は、来援した別の僚船に雑賀崎漁港までえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜

粋）、写真１ Ａ船の全景、写真２ Ａ船の損傷箇所、写真３ Ｂ

船の全景、写真４ 右舷側から見たＢ船の損傷箇所、写真５ 船尾

側から見たＢ船の損傷箇所、写真６ Ｂ船の漁労中であることを示

す法定形象物 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、本件作業を続けていたとき、ＧＰＳプロッター画面に注

目していて、Ｂ船を避航する時機を逸したと本事故後に思った。 

船長Ｂは、漁労中のＢ船に接近してくる他船はいないと思っていた

ことに加え、前路をえい
．．

網しながら南進中の僚船及び北進中の漁船に

意識を向けていたので、船尾方を確認していなかったと本事故後に 

思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、沖ノ島西方沖を南進中、船長Ａが、針路が交差する漁労中

のＢ船を左舷船首方に認めたが、Ｂ船との距離が接近してから避航す

ればよいと思い、本件作業を継続し、ＧＰＳプロッター画面に注目し

て航行を続けていたことから、Ｂ船を避航する時機を逸して、Ｂ船と

衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、沖ノ島西方沖においてえい
．．

網しながら南進中、船長Ｂが、

漁労中のＢ船に接近してくる他船はいないと思っていたこと、及び前

路をえい
．．

網しながら南進中の僚船並びに北進中の漁船に意識を向けて

いたことから、船尾方のＡ船の存在に気付かず、Ａ船と衝突したもの

と考えられる。 

原因 本事故は、沖ノ島西方沖において、Ａ船が南進中、Ｂ船がえい
．．

網し

ながら南進中、船長Ａが、Ｂ船との距離が接近してから避航すればよ

いと思い、本件作業を継続し、ＧＰＳプロッター画面を注目して航行

を続けたため、また、船長Ｂが、漁労中のＢ船に接近してくる他船は

いないと思っていたこと、及び前路をえい
．．

網しながら南進中の僚船並

びに北進中の漁船に意識を向けていたため、船尾方のＡ船の存在に気

付かず、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え
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られる。 

 ・船橋当直者は、航行中、ＧＰＳプロッターの設定等を行う場合、

ＧＰＳプロッター画面のみに注目することなく、見張り及び操船

を適確に継続すること。 

 ・船橋当直者は、漁労中の漁船を認めた場合、漁船の動きに十分注

意し、できるだけ早い時機に十分距離をとって漁船を避航する

か、又は主機を使用して減速するなど、衝突を避けるための措置

を採ること。 

・小型漁船の船長は、航行中の他船が漁労中の自船に接近してくる

ことはないと思わず、常時周囲の適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県 

淡路島 

徳島県 

兵庫県 

大
阪
府 

本事故発生場所 
（令和４年８月３日  
１０時５１分ごろ発生） 

雑賀崎漁港 

淡路島 

有田市 

和歌山市 

沖ノ島 

Ａ船の航跡 
（ＡＩＳデータ） 

田倉埼 

Ｂ船の航跡 
（推測） 

拡大図参照 

友ケ島水道 
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事故発生場所 
（令和４年８月３日 
 １０時５１分ごろ発生） 

漁労中のＢ船が船長Ａに初認
された場所付近 

船長Ａが漁労中のＢ船を初
認した場所付近 

Ａ船の航跡 
（ＡＩＳデータ） 

Ｂ船の航跡 
（推定） 

Ａ船 

Ｂ船 

拡大図 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒） 

船位※ 
対地針路※ 

（°） 

対地速力 

（kn） 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

10:35:46 034-09-49.3 135-02-45.4 180.0 11.4 

10:39:16 034-09-09.4 135-02-45.8 180.1 11.3 

10:39:46 034-09-03.6 135-02-45.9 180.4 11.6 

10:40:16 034-08-57.8 135-02-45.9 179.9 11.5 

10:40:46 034-08-51.8 135-02-45.8 180.4 11.6 

10:41:18 034-08-45.6 135-02-45.8 180.1 11.8 

10:41:46 034-08-40.1 135-02-45.8 180.2 11.9 

10:42:16 034-08-34.2 135-02-45.9 179.5 11.8 

10:42:50 034-08-27.5 135-02-46.0 178.9 11.8 

10:43:17 034-08-22.1 135-02-46.1 179.1 11.8 

10:43:46 034-08-16.6 135-02-46.1 180.0 12.0 

10:44:46 034-08-04.7 135-02-46.2 179.8 11.7 

10:45:16 034-07-59.0 135-02-46.3 180.5 11.6 

10:47:16 034-07-34.9 135-02-46.5 179.2 11.8 

10:48:16 034-07-22.9 135-02-46.6 179.8 12.0 

10:49:47 034-07-04.8 135-02-46.9 180.1 11.9 

10:50:17 034-06-58.8 135-02-46.9 178.6 11.9 

10:50:47 034-06-52.8 135-02-47.0 180.0 11.7 

10:51:17 034-06-46.9 135-02-47.2 176.1 11.3 

※ 船位は、Ａ船の船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナ位置であり、ＧＰＳアンテナの位置は、Ａ

船の船首から６０.６ｍ、船尾から１３.９ｍ、左舷から９.３ｍ、右舷から２.７ｍであった。ま

た、対地針路は真方位である。 

 

写真１ Ａ船の全景 

 

（Ａ船用船会社提供） 
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写真２ Ａ船の損傷箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ船用船会社提供） 

 

写真３ Ｂ船の全景 

 

 

 

写真４ 右舷側から見たＢ船の損傷箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ船用船会社提供） 
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写真５ 船尾側から見たＢ船の損傷箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真６ Ｂ船の漁労中であることを示す法定形象物 

 

 

 

 

 

 

 


